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厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

 

 

「「会計監査及び専門家による支援等について」のＱ＆Ａ」の送付について 

 

 

 

平素より、社会福祉法人制度の円滑な運営にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

財務会計に関する専門家による支援については、「会計監査及び専門家による支援等に

ついて」（平成29年４月27日社援基発0427第１号社会・援護局福祉基盤課長通知。以下

「通知」という。）においてお示ししているところですが、今般、通知の運用に当たっ

て、ご照会のあった事項について、別添のとおりＱ＆Ａを取りまとめるとともに、既存の

Ｑ＆Ａを整理いたしましたので、各所轄庁におかれましては、ご了知いただきますようお

願いいたします。 

また、都道府県におかれましては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区を

含む。）に対して周知いただきますようお願いいたします。 

なお、本事務連絡については、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会と協議済み

でありますので、念のため申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（照会先）  

厚生労働省 社会･援護局  

福祉基盤課 法人指導監査係  

TEL:03-5253-1111（代表）内線 2871 



（別添） 

「会計監査及び専門家による支援等について」のＱ＆Ａ 

 

問１ 専門家が、通知別添２の「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」

（以下「財務会計事務処理体制向上支援」という。）を行った場合に、法人に対し、報

告はいつまでに行うべきか。また、監事が監査報告として活用する場合の報告はいつ

までに行うべきか。 

（答） 

本支援業務については、特段の報告期限は定められていない。 

また、監事が監査報告として活用できる報告期限についても、各法人において設定して

頂くこととなる。 

  

問２ 法人が財務会計事務処理体制向上支援を受けた場合、報告書をいつまでに所轄庁

あて提出すべきか。 

（答） 

 社会福祉法第 59条の規定による所轄庁への届出と併せて行うこと。 

なお、当該報告書の提出については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの「附

属明細・監事監査報告・事業計画書・事業報告書等」内の「その他の必要な事項」にアッ

プロードする方法によっても可能である。 

 

問３ 決算業務又は記帳代行業務を行う専門家が、財務会計事務処理向上支援を行い、

報告書を提出した場合、所轄庁として監査周期の延長等を行うことは可能か。また、

顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家の場合は可能か。

（「社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ（vol.2）」の送付について（平成 29

年９月 26日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡）問１の再掲） 

（答） 

 決算業務又は記帳代行業務（以下「決算業務等」）を行う専門家は、法人の会計処理上の

判断や意思決定、計算書類等の作成に直接関わる者（以下「直接関与者」）と考えられる。   

直接関与者が「会計監査及び専門家による支援について」（平成 29 年４月 27 日付け社

援基発 0427第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）の１の（２）による「専門

家による支援」を行うことは、自らが関与した会計処理や計算書類等について、自らが関

与した業務を自ら点検（以下「自己点検」）することとなり、法人との関係において客観的

な立場により行ったものとならないため、所轄庁の指導監査の代替が可能となる法人の事

務処理体制の向上に関する支援を行ったこととはならず、延長等を行うことは適当でない。 

なお、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家は、専門的な

立場から見解を述べることが主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定さ

れるため、原則として自己点検には当たらず延長等を行うことは差し支えない。 

ただし、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行うこ

と自体が否定されるものではない。 

 



問４ 財務会計事務処理体制向上支援報告書のチェック項目に記された内容の適否に応

じて、所轄庁における指導監査の周期延長等の取扱いが変わるのか。 

（答） 

 財務会計事務処理向上支援については、本支援を受けることにより、法人の事務処理体

制の現状の課題を把握し、改善の契機とすることが重要である。このため、所轄庁は、チ

ェック項目の内容の適否のみならず、法人の改善に向けた取組等を総合的に判断し、指導

監査の周期延長等の取扱いを検討されたい。 

 

問５ 社会福祉法第 59 条の規定による所轄庁への届出と併せて財務会計事務処理体制

支援報告書の提出がある場合に限り、「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の

様式について」（平成 29年３月 29日雇児発 0329第６号・社援発 0329第 48号・老

発 0329第 30号厚生労働省雇用均等・児童家庭、社会・援護、老健局長連名通知）別

紙１現況報告書において、１４．（１）③の「イ 財務会計に関する事務処理体制の向

上に対する支援」を選択できるのか。 

（答） 

 貴見のとおり。 

なお、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行う場合

であっても、財務会計事務処理体制支援報告書の提出があれば、「イ 財務会計に関する事

務処理体制の向上に対する支援」を選択して差し支えない。 

 

問６ 財務会計事務処理体制向上支援報告書について、支援の対象となる会計年度を記

載しなくてもよいのか。 

（答） 

 財務会計事務処理体制向上支援は、原則として、これを行った会計年度において、法人

の事務処理体制の向上を支援するものであることから、支援の対象となる会計年度につい

ては、報告書提出期日を以て判別可能であると思料される。 

 

問７ 直接関与者が財務会計事務処理向上支援を実施した場合、報告書の氏名に直接関与

者である旨を附記する必要があるか。 

（答） 

 貴見のとおり対応することが望ましい。 

 

問８ 通知別添２「財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト」（以下「リス

ト」という。）におけるチェック項目の記載について、適切に重要性の原則が適用されて

いるのであれば、ＹＥＳに○でよいか。 

（答） 

 貴見のとおり。 

ただし、社会福祉法人会計基準第２条第４号に規定する重要性の原則に鑑みたチェック

である旨が明確となるよう、欄外又は所見欄にその旨記載することが望ましい。 

 



問９ リストにおけるチェック項目について、ＹＥＳやＮＯの区分が困難である場合はど

のように記載したらよいか。 

（答） 

 いずれにもチェックをせず、所見欄に記載する等により、意見を明確にしていただく方

法が考えられる。 

 

問１０ リスト No.1「予算」の１枠目中、「毎会計年度開始前」の記載は、今年度から初

めて支援を行うような場合には、「対象会計年度の開始前」と理解して支援を行えば良

いか。 

（答） 

 財務会計事務処理向上支援は、毎年度継続的に行うことを前提としてこのような記載と

しているが、初回の支援においては貴見のとおり取り扱って差し支えない。 

 

問１１ リスト No.3「会計帳簿」の１枠目中、「適時に」とはいつまでなのか。 

（答） 

 法人における経理規程に定める期日とすることを想定している。 

 

問１２ リスト No.6「収益、費用の基本的な会計処理」の１枠目中、発生主義としている

が、具体的にいつ時点での計上を想定しているのか。 

（答） 

少なくとも決算期に適用されていることが必要である。 

 

問１３ リスト No.14「債権債務の状況」について、該当する取引がない場合、残高等の

欄に「無」の記載がないがどのように記載するか。 

（答） 

 ＹＥＳとＮＯのいずれにもチェックをせず、欄外又は所見欄に該当がない旨を記載する

こと等により、その旨を明確にすることが望ましい。 

 

問１４ リスト No.17「基本金」、No.18「国庫補助金等特別積立金」、No.19「その他の積

立金」について、当期の増減を検討すればよいのか。貸借対照表残高を検討するのか。 

（答） 

 当期の増減の検討と貸借対照表残高の検討が想定されるが、当期の増減は事業活動計算

書と附属明細書の整合性の観点から、貸借対照表残高の検討は貸借対照表と附属明細書の

整合性の観点から、それぞれ検討することになると考えられる。 

 

問１５ リスト No.25「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」について、

具体例は何か。 

（答） 

「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」としては、「社会福祉法人会計

基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成 28 年３月 31 日付



け厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護・老健局長連名通知）及び「社会福祉法人

会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成 28年３月 31

日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭総務・社会・援護局福祉基盤・社会・援護局障害保

健福祉部障害福祉・老健局総務課長連名通知）等が挙げられる。 


